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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年３月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和５年６月２９日 ０９時２０分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市城ケ島南西岸付近 

 城ケ島灯台から真方位１６６°３００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０７.９′ 東経１３９°３６.７′） 

事故の概要  漁船第一一休
いっきゅう

丸は、操業中、絡索し、高波を受けて転覆した。 

第一一休丸は、船外機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和５年７月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第一一休丸、０.９トン 

ＫＮ３－１３７８５（漁船登録番号）、個人所有 

５.８３ｍ（Lr）×１.９４ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、５１.５kＷ、平成６年１１月２８日 

第２３５－３２８６５号（船舶検査済票の番号） 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の外観 

 乗組員等に関する情報 船長 ３３歳 
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 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２９年１２月１４日 

  免許証交付日 令和４年１２月１３日 

         （令和９年１２月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 西南西、波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 三浦市には、２９日０４時１３分に強風注意報及び波浪注意報が発

表され、本事故当時も継続中であった。 

（図１、図２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 日々の天気図（令和５年６月）抜粋 
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図２ 沿岸波浪図（６月２９日０９時） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、うつぼ
．．．

かご漁の目的で、城ケ島南

西方沖の漁場に向け、令和５年６月２９日０８時００分ごろ神奈川県

三浦市三崎港の定係地を出航した。 

 本船の行ううつぼ
．．．

かご漁は、両端におもり及び目印となるボンデン

のロープを取り付けた幹縄に、一定間隔で円筒形のかごを取り付けた

漁具を水深約２０ｍの海底に仕掛け、数日後に漁具を引き揚げるもの

であった。（図３、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図３ かご漁のイメージ     写真２ うつぼ
．．．

かご 

 



- 4 - 

 船長は、出航に際し、強風注意報及び波浪注意報が発表されてお

り、しだいに風が強まり、毎秒２０ｍ以上の風が吹くおそれがある旨

の予報を知っていたものの、強風が吹くと風浪により漁具が破損する

ことがあり、強風が吹く前に漁具を引き揚げることができると思い、

出航することにした。 

 船長は、漁場に到着し、ボンデンを取ったのち、船外機を後進と

し、船首甲板に立ち、漁具の引揚げを行っていたところ、漁具の  

ロープが風浪により船体の下に入り込み、本船の船外機に絡まった。 

 船長は、船外機の操縦ができなくなり、本船が圧流されて城ケ島南

西岸付近の水上岩*1に接触したので、水上岩に渡り、本船を海側に押

し返して再び乗船し、船外機に絡まったロープをほどくためにも本船

を安定させようと思い、船首から錨を投じようとしたところ、０９時

２０分ごろ、本船が高波を受け、傾斜して転覆した。 

 船長は、落水したのち、自力で泳いで城ケ島沿岸にたどり着き、 

１０時１２分ごろ１１８番通報を行い、来援した救急車によって病院

に搬送された。 

 本船は、事故発生場所付近で沈没し、後日引き揚げられた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、船外機付きの和船型の小型漁船で、船体中央後方寄りに船

外機の遠隔操縦スタンドがあった。 

 船長は、約１７年の船員歴を有し、小型船舶操縦免許証を取得した

のち、自ら操船してかご漁、刺し網漁等を行っていた。 

 横浜地方気象台の三浦市における波浪注意報は、発表基準を、東京

湾の有義波高が１.５ｍ、相模湾の有義波高が２.５ｍとしており、基

準に達すると予想されるときに発表している。 

 文献「波浪学のＡＢＣ」（初版、磯崎一郎著、株式会社成山堂書

店、平成１８年８月２８日発行）には、磯波について、次のとおり記

載されている。 

 第２章 沿岸における波の変形 

  ２.３ 磯波 

   （前略） 

    沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる

場合には、水深と海底勾配に関係して生じる浅水変形、屈折、

反射などの効果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局

波形勾配が急峻になって砕波します。これが、いわゆる磯波で

す。 

   （後略） 

 
*1 「水上岩」とは、潮位に関係なく、常時海面上に露出している岩のことをいう。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、強風注意報及び波浪注意報が発表されている状況下、船長

が、強風が吹く前に漁具を引き揚げることができると思い、出航し、

船外機を後進として漁具の引揚げを行ったことから、風浪により漁具

のロープが船外機に絡まり、圧流されて城ケ島南西岸付近の水上岩に

接触したのち、高波を受け、傾斜して転覆したものと考えられる。 

本船は、和船型で、型深さが０.７２ｍであったことから、乾舷が

少なく、三浦市に波浪注意報が発表されている状況において、十分な

耐航性を有していなかったものと考えられる。 

 本船は、船長が１人で乗り組んでいたことから、船外機の操縦と、

漁具の引揚げとを同時に行うことは困難であったものと考えられる。 

 本船は、漁具を仕掛けた水深約２０ｍの位置から、城ケ島南西岸付

近の水上岩まで圧流されたことから、受けた高波は浅海域における磯

波であった可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、強風注意報及び波浪注意報が発表されている状

況下、船長が、強風が吹く前に漁具を引き揚げることができると思

い、出航し、船外機を後進として漁具の引揚げを行ったため、風浪に

より漁具のロープが船外機に絡まり、圧流されて城ケ島南西岸付近の

水上岩に接触したのち、高波を受け、傾斜して転覆したものと考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・和船型の小型漁船で操業する船長は、比較的低い横波でも乾舷を

越えて浸水することがあるので、天気予報に留意し、波浪注意報

が発表されている場合には、出航を見合わせること。 

・浅海域付近で操業を行う漁船は、海底の複雑な地形の影響によ

り、予期せぬ高波が発生することがあることに留意して操業を行

うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三崎港 

三浦市 

城ケ島 

神奈川県 

神奈川県 

事故発生場所 

（令和５年６月２９日 

 ０９時２０分ごろ発生） 


